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Ⅰ 平成３０年港湾運送事業雇用実態調査の概要

１ 調査の目的

この調査は、港湾労働法（昭和６３年法律第４０号）第２条第２号の規定に基づく一般港湾運送

事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業並びに港湾運送関連事業を行う事業所に

ついて、当該事業に従事する労働者の雇用の実態を調査し、今後の港湾労働対策を推進するための

基礎資料を得ることを目的としている。

２ 調査の内容

( ) 対象港湾1
イ 調査対象港湾

、 、 、 、 、港湾労働法第２条第１号の規定に基づく港湾 すなわち東京港 横浜港 名古屋港 大阪港

神戸港及び関門港（６大港）

ロ 調査対象事業所

イの対象港湾において、港湾労働法第２条第２号の規定に基づく港湾運送事業及び港湾運送

関連事業を行うすべての事業所 約 所１,０００

東 京 港 横 浜 港 名古屋港 大 阪 港 神 戸 港 関 門 港 合 計

１３８ ３２０ １２１ １８４ １５８ ７５ ９９６

ハ 対象労働者

ロの事業所に雇用される現業部門の常用労働者、港湾労働法第２条第５号の規定に基づく港

湾労働者派遣事業により派遣された労働者（以下 「派遣労働者」という ）及び日雇労働者、 。

( ) 主な調査事項2
イ 事業所の属性に関する事項

ロ 港湾運送事業量に関する事項

ハ 常用労働者の労働条件に関する事項

ニ 港湾派遣労働者及び日雇労働者の利用に関する事項

ホ 荷役の波動性に関する事項

ヘ 教育訓練の実施に関する事項

( ) 調査対象期日及び実施期間3
原則として平成３０年６月３０日現在の状況について、平成３０年７月１日から同７月３１

日までの間に実施

( ) 公表の時期4
概要については、調査後一年以内に公表

( ) 調査の方法5
原則として、調査員による実地他計の方法により実施

（調査機関の系統）

厚生労働省 都 府 県 労 働 局
公共職業安定所 統計調査員

職業安定局 職 業 安 定 部
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( ) 集計6
厚生労働省職業安定局建設・港湾対策室において集計

( ) 回収状況7
有効回答事業所数 ９０６所（有効回答率９１．０％）

東 京 港 横 浜 港 名古屋港 大 阪 港 神 戸 港 関 門 港 合 計

１２０ ２６１ １１９ １７５ １５６ ７５ ９０６

( ) 主な用語の解説8

用 語 解 説

、 、６大港 港湾労働法第２条第１号の規定に基づく港湾 すなわち東京港

横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港

港湾運送 港湾において行う行為であって、次のいずれかに該当するもの

イ 港湾運送事業法第２条第１項に規定する港湾運送のうち、同

行第２号から第５号までのいずれかに該当する行為

ロ イに準ずる行為であって政令に定めるもの（港湾運送関連事

業）

革新荷役 コンテナ荷役、自動車専用船荷役、 船荷役及びサイロ荷RO/RO
役

在来荷役 「革新荷役」以外の荷役

常用労働者 期間を定めずに雇用している労働者又は２か月を超える期間を

定めて雇用している労働者

日雇労働者 日々又は２か月以内の期間を定めて雇用している労働者

港湾派遣労働者 港湾労働法の規定に基づく港湾労働者派遣事業により派遣され

る労働者

日給月給 賃金が月単位で決められているが、欠勤した場合はその日数分

を日割計算して差し引くもの

出来高給 賃金の基本的部分が生産高、作業量等を基準として支払われる

もの

就労日数 港湾運送の業務に従事した日数
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用 語 解 説

不就労日数 所定労働日数であって出勤したにもかかわらず、就労できなか

った日数

年間休日総数 年間の「週休日」及び「週休以外の日 （ 国民の祝日・休日 、」「 」

「年末年始の休日 「夏期休暇用特別休日 「会社創立記念日 、」、 」、 」

「その他休日 ）の合計日数をいい、雇用調整等のための臨時休」

業日は含まない

週所定労働時間 就業規則等で定められた１週間の労働時間

完全週休２日制 毎週週休２日制を行っているもの

月３回週休２日制 月のうち、３週について週休２日制を行っているもの（その他

の週は週休１日制又は週休１日半制）

隔週週休２日制 １週おきに週休２日制を行っているもの（その他の週は週休１

日制又は週休１日半制）

月２日週休２日制 月のうち２週だけ週休２日制をとっているもの（その他の週は

週休１日制又は週休１日半制）

月１日週休２日制 月のうち１週だけ週休２日制をとっているもの（その他の週は

週休１日制又は週休１日半制）

交代勤務制 昼間から夜間・早朝に作業が及ぶ場合等に、作業時間を分割し

て労働者を交代して勤務させることをいい、１日の作業時間につ

いて労働者を交代させる回数に応じて２交代制、３交代制等に区

分するもの

、雇用する常用労働者 事業所で雇用する常用労働者をすべて使用して荷役作業を行い

で適正であった日 当該労働者で過不足を生じなかった場合の日数

雇用する常用労働者 事業所で雇用する常用労働者だけで荷役作業を行ったものの、

で過剰であった日 荷役作業につくことができなかった過剰常用労働者が生じた場合

の日数

雇用する常用労働者 事業所で雇用する常用労働者を全て使用して荷役作業を行った

で不足であった日 にもかかわらず、当該労働者数に不足を生じた場合の日数
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用 語 解 説

早朝荷役 ４：００～８：００の間に行う荷役

夜間荷役 １６：３０～翌４：００の間に行う荷役

在職者訓練 既に身につけた技能のほかに、別の技能を身につけさせるため

に行う訓練や、既に身につけた技能について、さらに、その技能

を向上させるために行う訓練

船内荷役作業員 船内において、荷の積卸し作業に従事する者（ただし、各種機

械の運転者を除く）

沿岸荷役作業員 埠頭から倉庫までの間における荷の積卸し作業に従事する者 た（

だし、各種機械の運転者を除く）

関連荷役作業員 船内又はコンテナ内において、固定、区画荷造、荷直、清掃の

作業に従事する者

はしけ、いかだ作業 はしけ又はいかだに乗り込み、はしけの積卸し、積荷の保全、

員 航行又はいかだの編成、解体、航行の作業に従事する者

大型特種自動車運転 大型特種自動車、大型自動車及び牽引自動車を運転する者

者
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Ⅱ平成３０年港湾運送事業雇用実態調査結果概要

１　事業所の属性に関する状況
（１）事業の種類

（平成30年） （平成25年）

53

57

45

22

110

95

39

105

75

35

41

39

52

98

75

26

30

37

62

64

14

64

55

32

44

28

26

0 100 200 300 400 500

一般港湾運送事業

港湾荷役事業

はしけ運送事業

いかだ運送事業

港湾運送関連事業

その他の事業

第１図 事業の種類別事業所数（M.A）

東 京 横 浜 名古屋 大 阪 神 戸 関 門

(所)

※回答数が１０以下は、数値を非表示

390

港湾運送事業法（昭和26年法律第161号）第２条第３項及び第３条に規定する事業のうち港湾労働法適用業種及び「その他の事業」
について、該当する事業の種類すべてに回答を求めた結果（複数回答可）、６大港全体では、「港湾荷役事業」が384事業所で42.4％と
最も多く、次いで「一般港湾運送事業」が344事業所で38.0％、「港湾運送関連事業」が310事業所で34.2％、「はしけ運送事業」が96事
業所で10.6％、「いかだ運送事業」が10事業所で1.1％となっている。

376

102

311

267

8

51 

59 

41 

15 

86 

98 

28 

101 

51 

33 
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39 

41 

80 

76 

31 

34 

44 

63 

60 

13 

65 

58 

31 

45 

30 

14 

0 100 200 300 400 500

一般港湾運送事業

港湾荷役事業

はしけ運送事業

いかだ運送事業

港湾運送関連事業

その他の事業

第１図 事業の種類別事業所数（M.A）

東 京 横 浜 名古屋 大 阪 神 戸 関 門

(所)

※回答数が１０以下は、数値を非表示

344

384

96

10

310

223
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（２）事業所規模

（平成30年） （平成25年）
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25.6 
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23.0 
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６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第２図 事業所規模割合

500人以上 300～499人 100～299人 30～99人 10～29人 5～9人 1～4人

６大港全体では、３０人未満の事業所が全体の６９．３％を占め、平成２５年（６９．９％）と同程度となっている。港湾別では、横浜で３０
人未満の事業所が７９．２％となっており、小規模事業所の割合が高い。
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第２図 事業所規模割合
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２　港湾運送事業量に関する状況

（平成30年） （平成25年）

77.1

92.8

67.5

85.4

77.2

69.9

52.1

22.9

7.2

32.5

14.6

22.8

30.1

47.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第３図 革新荷役・在来荷役割合

革新荷役

在来荷役

６大港全体では、革新荷役が７７．１％（平成２５年）から８１．３％（平成３０年）に増加している。港湾別にみると、神戸、関門で大幅に
増加している。

n=9,376

n=1,792

n=2,075

n=2,076

n=1,283

n=1,574

n=575

81.3

93.5

71.4

82.2

76.2

86.9

77.2

18.7

6.5

28.6

17.8

23.8

13.1

22.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第３図 革新荷役・在来荷役割合

革新荷役

在来荷役

n=8,415

n=1,514

n=2,008

n=1,676

n=1,151

n=1,489

n=577
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３　常用労働者の労働条件等に関する状況

（１）年齢階級構成

（平成30年） （平成25年）

29.9 

26.3 

27.1 

29.7 

32.0 

34.3 

29.3 

31.0 

33.6 

32.6 

33.9 

31.6 

26.8 

26.1 

21.9

23.2

22.8

21.3

21.7

20.5

22.4

8.2

8.2

7.9

8.1

6.8

9.1

10.3

7.0 

6.7 

7.2 

5.9 

6.3 

7.2 

9.2 

1.6

1.8

1.9

1.1

1.3

1.4

2.3

0.4

0.3

0.5

0.2

0.7

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第４図 常用労働者年齢階級構成

35歳未満 35～44歳 45～54歳 55～59歳
60～64歳 65～69歳 70歳以上

６大港全体では、「３５歳未満」が２６．４％、「３５～４４歳」が２７．４％の計５３．８％となり、平成２５年の６０．９％と比べて大きく減少
している一方、「６５～６９歳」、「７０歳以上」の合計は２．０％（平成２５年）から３．０％に増加している。

n=29,965

n=3,602

n=7,161

n=4,778

n=5,868

n=5,449

n=3,107

26.4 

22.9 

24.2 

24.6 

26.9 

32.1 

27.7 

27.4 

27.4 

28.3 

31.2 

26.1 

26.0 

24.6 

28.3 

31.6 

30.5 

28.0 

30.5 

23.2 

24.8 

9.2 

9.4 

8.7 

9.3 

9.0 

9.4 

10.1 

5.6 

5.5 

5.5 

5.1 

4.7 

6.3 

7.5 

2.2 

2.2 

2.2 

1.4 

2.1 

1.9 

4.2 

0.8

1.0

0.6

0.4

0.7

1.0

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第４図 常用労働者年齢階級構成

35歳未満 35～44歳 45～54歳 55～59歳
60～64歳 65～69歳 70歳以上

n=29,568

n=3,983

n=6,662

n=4,731

n=5,845

n=5,584

n=2,763
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（２）定年制

（平成30年） （平成25年）

60歳

（695所）

90.0%

61歳

（10所）

1.3%

65歳以上

（66所）

8.6%

第５図 定年年齢別事業所数

n=771

６大港全体では、一律の定年制を設けている事業所のうち、定年年齢「６０歳」の事業所が約９割を占めている。

60歳

(676所) 

88.7%

61歳

(6所) 0.8%

62歳

(13所）1.7%

63歳

（4所)0.5%

64歳

（1所)0.1% 65歳以上

(62所) 

8.1%

第５図 定年年齢別事業所数

n=762
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（３）退職金

（平成30年） （平成25年）

1,039 

1,043 

1,027 

976 

1,128 

978 

1,090 

1,113 

1,128 

1,157 

1,106 

1,197 

1,035 

952 

1,219 

1,220 

1,235 

1,178 

1,327 

1,169 

1,109 

947 

1,015 

851 

1,125 

937 

931 

925 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第６図 学歴別退職金額

中学卒 高校卒
大学卒 その他

(万円)

６大港全体では、「大学卒」１，１７４万円（平成２５年 １,２１９万円）、「高校卒」１,０９８万円（平成２５年 １,１１３万円）、「中学卒」９９７
万円（平成２５年 １，０３９万円）、「その他」８８８万円（平成２５年 ９４７万円）となっており、いずれの区分でも減少している。

997 

963 

1,006 

1,153 

1,010 

981 

680 

1,098 

1,152 

1,113 

1,145 

1,144 

1,071 

888 

1,174 

1,234 

1,196 

1,237 

1,191 

1,129 

950 

888 

858 

885 

914 

895 

922 

757 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第６図 学歴別退職金額

中学卒 高校卒
大学卒 その他

(万円)

n=728

n=107

n=205

n=93

n=131

n=124

n=68

n=744

n=113

n=214

n=90

n=133

n=122

n=72
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（４）勤続年数

（平成30年） （平成25年）

4.9 

5.2 

4.9 

3.9 

6.3 

4.8 

3.7 

17.5 

18.0 

19.6 

13.9 

17.5 

17.2 

18.1 

23.0 

19.6 

22.5 

23.3 

23.0 

25.3 

23.9 

11.6 

11.2 

12.8 

10.9 

12.3 

9.8 

12.1 

13.0 

15.8 

11.9 

15.7 

13.0 

10.9 

12.1 

13.4 

15.7 

13.6 

13.2 

12.4 

13.0 

13.5 

16.6 

14.5 

14.8 

19.1 

15.6 

19.0 

16.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第７図 勤続年数別労働者構成

1年未満 1～4年 5～9年 10～14年 15～19年 20～24年 25年以上

６大港全体では、「２０～２４年」～「２５年以上」の割合が３２．８％と高くなっており、港湾別にみても、いずれの港もおおむね３割以上
となっている。

n=29,734

n=3,594

n=7,134

n=4,648

n=5,867

n=5,449

n=3,042

6.1 

5.2 

4.9 

5.4 

6.6 

8.1 

6.9 

17.1 

14.3 

17.1 

12.1 

21.4 

18.2 

18.5 

15.7 

16.4 

16.9 

13.7 

15.4 

15.7 

16.3 

18.8 

17.6 

19.8 

19.7 

17.4 

18.9 

19.1 

9.4 

10.5 

10.8 

9.0 

9.2 

7.4 

9.7 

11.1 

13.2 

10.2 

14.2 

11.3 

8.2 

10.5 

21.7 

22.8 

20.4 

26.0 

18.8 

23.5 

18.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第７図 勤続年数別労働者構成

1年未満 1～4年 5～9年 10～14年 15～19年 20～24年 25年以上

n=29,289

n=3,704

n=6,662

n=4,731

n=5,845

n=5,584

n=2,763
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（５）賃金形態

（平成30年） （平成25年）

49.0 

69.5 

50.3 

21.7 

56.9 

47.2 

52.3 

39.2 

26.7 

40.1 

55.0 

33.4 

43.0 

31.7 

9.1 

3.4 

7.4 

19.1 

9.3 

2.8 

15.0 

0.6 

0.1 

0.3 

2.8 

0.1 

0.6 

2.1 

0.3 

1.8 

1.4 

0.4 

6.8 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第８図 賃金形態別労働者割合

月給 日給月給 日給 出来高給 その他

６大港全体では、平成３０年、平成２５年のいずれにおいても、「月給」、「日給月給」の合計が全体の８５％以上を占めている。港湾別
では、名古屋でその割合が低く（６７．４％）、「日給」の割合が２８．１％と他港に比べて高くなっている。

n=29,934

n=3,602

n=7,134

n=4,786

n=5,856

n=5,449

n=3,107

50.0 

61.7 

59.7 

23.8 

53.0 

48.3 

52.7 

36.1 

34.6 

30.8 

43.6 

35.3 

38.6 

34.7 

11.3 

3.0 

8.5 

28.1 

10.8 

7.2 

9.6 

0.7 

0.2 

0.1 

2.9 

0.5 

1.0 

2.0 

0.4 

0.9 

1.7 

0.4 

6.0 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第８図 賃金形態別労働者割合

月給 日給月給 日給 出来高給 その他

n=29,297

n=3,712

n=6,662

n=4,731

n=5,845

n=5,584

n=2,763
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（６）不就労日の賃金

（平成30年） （平成25年）

17.9

12.4

14.7

26.2

24.9

18.9

5.6

2.0 

1.2 

1.4 

9.2 

1.3 

5.0 

1.7 

4.0 

3.1 

8.1 

2.5 

13.7 

0.8

0.2

0.6

3.5

0.3

74.2

84.8

79.8

60.9

63.5

77.3

80.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第９図 不就労日に対する賃金割合

60～69％ 70～79％ 80～89％ 90～99％ 100％

６大港全体では、「１００％」が７８．０％を占めている。港湾別では、東京、横浜、関門でその割合が高い。

n=26,398

n=3,463

n=6,454

n=3,667

n=5,287

n=4,919

n=2,608

17.1 

6.2 

8.6 

22.7 

33.0 

21.0 

5.5 

1.7 

1.0 

1.3 

5.1 

0.8 

1.3 

1.9 

2.8 

1.6 

2.9 

2.1 

6.8 

0.9 

0.4 

1.3 

0.6 

0.6 

78.0 

89.9 

86.6 

69.5 

59.3 

76.8 

92.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第９図 不就労日に対する賃金割合

60～69％ 70～79％ 80～89％ 90～99％ 100％

n=25,197

n=3,557

n=6,028

n=3,185

n=5,162

n=4,850

n=2,415
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（７）職種別労働者数

（平成30年） （平成25年）

533

957

859

1,173 

2,059 

882 

1,163 

1,155 

1,457 

1,459 

555 

545 

842 

2,589 

1,075 

665 

960 

2,026 

566 

802 

744 

818 

1,071 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

船内荷役作業員

沿岸荷役作業員

関連荷役作業員

はしけ・いかだ作業員

フォークリフト運転者

クレーン運転者

ガントリークレーン運転者

ショベル・ストラドル運転者

大型特殊自動車等運転者

その他

第１０図 職種別常用労働者数

東 京 横 浜 名古屋 大 阪 神 戸 関 門

(人)

※回答数５００以下は、数値を非表示

5,783

10,161

2,153

313

4,763

917

425

285

1,358

3,680

６大港全体では、「沿岸荷役作業員」が最も多く、次いで「フォークリフト運転者」（平成２５年は「船内荷役作業員」）となっている。

496 

1,273 

927 

1,252 

2,220 

716 

1,136 

827 

1,450 

1,391 

839 

569 

2,013 

1,360 

848 

621 

2,287 

554 

863 

848 

658 

981 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

船内荷役作業員

沿岸荷役作業員

関連荷役作業員

はしけ・いかだ作業員

フォークリフト運転者

クレーン運転者

ガントリークレーン運転者

ショベル・ストラドル運転者

大型特殊自動車等運転者

その他

第１０図 職種別常用労働者数

東 京 横 浜 名古屋 大 阪 神 戸 関 門

(人)

※回答数５００以下は、数値を非表示

5,046

10,165

2,353

236

5,581

945

410

325

917

3,311
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（８）労働時間、休日日数

　   ○週所定労働時間

（平成30年） （平成25年）

38.4

37.7

38.9

38.6

38.2

38.1

38.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１１図 週所定労働時間

(時間)

６大港全体、港湾別ともに、平成２５年と比べ大幅な増減はない。

n=822

n=118

n=260

n=100

n=135

n=131

n=78

38.5

38.3

38.9

38.5

38.4

38.2

38.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１１図 週所定労働時間

(時間)

n=814

n=111

n=257

n=101

n=135

n=135

n=75
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　   ○月間実労働時間

（平成30年） （平成25年）

171.2

175.5

172.8

169.9

163.7

166.9

180.9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１２図 月間実労働時間

(時間)

いずれの港においても、平成２５年に比べて長くなっている。また、最長の関門で１８８．３時間、最短の神戸で１７３．１時間となってお
り、１５．２時間の差がある。

n=822

n=118

n=260

n=100

n=135

n=131

n=78

178.6

180.5

175.8

175.6

184.6

173.1

188.3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１２図 月間実労働時間

(時間)

n=814

n=111

n=257

n=101

n=135

n=135

n=75
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　   ○月間所定外労働時間

（平成30年） （平成25年）

23.3

26.7

23.4

23.7

22.6

19.1

25.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１３図 月間所定外労働時間

(時間)

いずれの港においても、平成２５年に比べて長くなっている。、また、最長の関門で２８．３時間で、最短の神戸で２１．４時間となってお
り、６．９時間の差がある。

n=822

n=118

n=260

n=100

n=135

n=131

n=78

25.5

26.9

25.2

26.0 

27.1

21.4

28.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１３図 月間所定外労働時間

(時間)

n=814

n=111

n=257

n=101

n=135

n=135

n=75
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　   ○年間休日総数

（平成30年） （平成25年）

109.4

110.2

112.3

107.1

109.6

108.3

103.0 

0 20 40 60 80 100 120

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１４図 年間休日総数

(日)

いずれの港においても、平成２５年に比べて増加している。

n=822

n=118

n=260

n=100

n=135

n=131

n=78

110.7

113.0 

112.9

108.6

109.9

110.3

104.7

0 20 40 60 80 100 120

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１４図 年間休日総数

(日)

n=814

n=111

n=257

n=101

n=135

n=135

n=75
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（９）週休２日制

　   ○週休２日制導入の有無

（平成30年） （平成25年）

87.4

89.8

86.9

92.1

84.1

88.5

82.9

12.6

10.2

13.1

7.9

15.9

11.5

17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１５図 週休２日制導入の有無

あり なし

何らかの形態での週休２日制の導入について、いずれの港においても、「あり」が８５％以上を占めている。

n=838

n=118

n=268

n=101

n=138

n=131

n=82

87.8

90.4

85.2

87.5

91.9

87.4

86.7

12.2 

9.6 

14.8 

12.5 

8.1 

12.6 

13.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１５図 週休２日制導入の有無

あり なし

n=821

n=114

n=257

n=104

n=136

n=135

n=75
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　   ○週休２日制の形態

（平成30年） （平成25年）

56.3

59.4

61.8

50.5

50.9

61.2

41.2

12.8

17.0 

12.4

17.2

9.5

9.5

13.2

15.8

12.3

14.6

15.1

19.0 

12.1

27.9

13.1 

9.4 

9.9 

15.1 

19.0 

14.7 

14.7 

1.9

1.9

1.3

2.2

1.7

2.6

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１６図 週休２日制の形態

完全 月３回 隔週

月２回 月１回

週休２日制を導入している企業のうち、「完全」に実施している企業の割合は、６大港全体で５６．９％となっている。港湾別にみると、
横浜、神戸でその割合が高い。

n=838

n=118

n=268

n=101

n=138

n=131

n=82

56.9 

55.3 

65.3 

54.9 

47.2 

62.7 

41.5 

15.5 

22.3 

11.4 

18.7 

17.6 

12.7 

15.4 

13.0 

6.8 

11.0 

14.3 

17.6 

10.2 

24.6 

12.9 

12.6 

11.0 

11.0 

16.0 

13.6 

15.4 

1.7 

2.9 

1.4 

1.1 

1.6 

0.8 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１６図 週休２日制の形態

完全 月３回 隔週

月２回 月１回

n=721

n=103

n=219

n=91

n=125

n=118

n=65
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（１０）交代制勤務

　   ○交代制勤務導入の割合

（平成30年） （平成25年）

9.6 

11.8 

9.0 

8.8 

10.9 

3.8 

16.0 

90.4 

88.2 

91.0 

91.2 

89.1 
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84.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１７図 交代制勤務導入の割合

あり なし

６大港全体では、「なし」が約９割となっている。
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n=138
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11.8 
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95.6 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１７図 交代制勤務導入の割合

あり なし

n=821

n=115

n=255
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n=136

n=135

n=75
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　   ○交代制勤務の形態

（平成30年） （平成25年）

57.5 

78.6 

62.5 

44.4 

53.3 

40.0 

46.2 

25.0 

7.1 

12.5 

22.2 

40.0 

40.0 

46.2 

17.5 

14.3 

25.0 

33.3 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１８図 交代制勤務の形態

２交代制 ３交代制

その他

６大港全体では、交替制勤務を導入している企業のうち、「２交代制」が約６０％を占めている。港湾別にみると、東京、横浜が「２交代
制」の割合が極めて高い一方、名古屋、大阪、神戸、関門は「３交代制」の割合が比較的高い。
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62.9 

83.3 

73.3 

41.7 

53.8 

16.7 
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25.8 

11.1 

10.0 

41.7 

46.2 
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40.0 

11.2 

5.6 

16.7 
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33.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１８図 交代制勤務の形態

２交代制 ３交代制

その他

n=89

n=18

n=30

n=12

n=13

n=6

n=10
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４　港湾派遣労働者及び日雇労働者の利用に関する状況
（１）使用事業所割合

（平成30年） （平成25年）

7.1 

3.3 

5.6 

8.3 

6.2 

8.9 

14.6 

12.2 

17.4 

15.7 

4.4 

3.4 

15.9 

16.0 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１９図 港湾派遣労働者、日雇労働者使用事業所割合

港湾派遣労働者
日雇労働者

(％)

６大港全体では、「港湾派遣労働者」、「日雇労働者」を使用した事業所の割合はともに平成２５年から大幅な増減はない。

7.8 

5.0 

6.1 

6.7 

6.3 

10.9 

17.3 

12.6

17.5

17.2

4.2

3.4

15.4

17.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第１９図 港湾派遣労働者、日雇労働者使用事業所割合

港湾派遣労働者
日雇労働者

(％)
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（２）募集動機

（平成30年） （平成25年）

95.4

3.1

1.5

2.7

88.4

3.6

5.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

コストが安いため

波動性に対処するため

自社の常用労働者の就く業務

以外の業務に従事させるため

左記以外の理由

第２０図 港湾派遣労働者、日雇労働者募集動機

港湾派遣労働者(n=65)

日雇労働者(n=112)

(％)

港湾派遣労働者、日雇労働者のいずれも「波動性に対処するため」が最も高い割合となっている。

78.9

12.7

4.2

2.8

1.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

波動性に対処するため

人手不足のため

補助業務

特別な資格等

スキルが必要な業務

上記以外の理由

第２０図-１ 港湾派遣労働者募集動機

(％)

（n=71）

60.5

31.6

2.6

5.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

波動性に対処するため

人手不足のため

自社の常用労働者の就く業務以外の

業務に従事させるため

上記以外の理由

第２０図-２ 日雇労働者募集動機

(％)

（n=114）
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（３）職種別労働者数（港湾派遣労働者、日雇労働者）

（港湾派遣労働者） （日雇労働者）

港湾派遣労働者及び日雇労働者による就労については、ともに「船内荷役作業員」、「沿岸荷役作業員」及び「関連荷役作業員」の３
職種で９割以上を占めている。港湾派遣労働者の就労延日数は、職種別では「船内荷役作業員」が、港湾別では横浜、関門が多い。ま
た、日雇労働者の就労延日数は、職種別では「関連荷役作業員」が最も多く、港湾別では、横浜、東京が多い。

20 

10 

49 

648 

134 

115 

42 

36 

151 

156 

80 

54 

42 

89 

87 

139 

80 

33 

2 

398 

150 

38 
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16 

0 300 600 900 1,200 1,500

船内荷役作業員

沿岸荷役作業員

関連荷役作業員

はしけ・いかだ作業員

フォークリフト運転者

クレーン運転者

ガントリークレーン運転者

ショベル・ストラドル運転

者

大型特殊自動車等運転

者

その他

第２１図 職種別派遣労働者数

東 京 横 浜 名古屋 大 阪 神 戸 関 門

(人)

611 

1,230 

1,316 

177 

1,900 

3,115 

4,521 

52 

142 

285 1,122 

187 

1,130 

590 

232 

606 

689 

3 

0 3,000 6,000 9,000

船内荷役作業員

沿岸荷役作業員

関連荷役作業員

はしけ・いかだ作業員

フォークリフト運転者

クレーン運転者

ガントリークレーン運転者

ショベル・ストラドル運転

者

大型特殊自動車等運転者

その他

第２２図 職種別日雇労働者数

東 京 横 浜 名古屋 大 阪 神 戸 関 門

(人)

8

1,410

572

404

0

94

0

58

0

38

0

2,930

6,081

8,523

60

145

0

0

0
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0
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５　荷役の波動性に関する状況
（１）波動性の大きさ

（平成30年） （平成25年）

3,850 

2,822 

5,963 

3,743 

4,469 

4,139 

1,966 

3,561 

2,582 

5,519 

3,382 

4,314 

3,792 

1,775 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

６大港平均

東京

横浜

名古屋

大阪

神戸

関門

第２３図 平日のピーク日とボトム日の就労延人員

ピーク日
ボトム日

(人日)

「ピーク日」と「ボトム日」の差（波動性の大きさ）について、６大港平均では２７８人日となり、平成２５年（２８９人日）から大幅な増減は
ない。港湾別では、横浜、名古屋、神戸が比較的波動性が大きくなっている。

3,766 

2,946 

5,574 

3,580 

4,551 

4,387 

1,556 

3,488 

2,794 

5,248 

3,175 

4,402 

3,918 

1,392 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

６大港平均

東京

横浜

名古屋

大阪

神戸

関門

第２３図 平日のピーク日とボトム日の就労延人員

ピーク日
ボトム日

(人

日)
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（２）天候による波動性

（平成30年） （平成25年）

3,709 

2,717 

5,714 

3,613 

4,416 

3,936 
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3,703 
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0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

６大港平均

東京

横浜

名古屋

大阪

神戸

関門

第２４図 天候による波動性

晴と曇の日の平均就労延人日数 雨の日の平均就労延人日数

(人日)

いずれの港においても、「晴と曇の日の平均就労延人日数」と「雨の日の平均就労延人日数」について、大幅な差異は見られない。

3,621 

2,866 

5,415 
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4,498 
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5,417 

3,365 

4,447 

4,065 

1,462 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

６大港平均

東京

横浜

名古屋

大阪

神戸

関門

第２４図 天候による波動性

晴と曇の日の平均就労延人日数 雨の日の平均就労延人日数

(人

日)
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（３）月末・月初の波動性

（平成30年） （平成25年）

3,741 

2,725 

5,788 

3,641 

4,429 

4,019 
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６大港平均
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横浜

名古屋

大阪

神戸

関門

第２５図 月末・月初の波動性

「月末・月初」の平均就労延人日数
「月末・月初以外の日」の平均就労延人日数

(人日)

いずれの港においても、「月末・月初」と「月末・月初以外の日」のそれぞれの平均就労延人日数について、大幅な差異は見られない。

2,930 
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4,283 
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６大港平均
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名古屋

大阪

神戸

関門

第２５図 月末・月初の波動性

「月末・月初」の平均就労延人日数
「月末・月初以外の日」の平均就労延人日数

(人

日)
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（４）土・日の就労状況

（平成30年） （平成25年）

3,706 

2,710 

5,712 

3,613 

4,408 

3,942 
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６大港平均
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名古屋

大阪

神戸

関門

第２６図 土・日の就労状況

平日の平均就労延人日数 土曜日の平均就労延人日数 日曜日の平均就労延人日数

(人日)

６大港平均では、平日、土曜日、日曜日のいずれの平均就労延日数についても、平成２５年と比べて減少している。

3,619 
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3,403 
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第２６図 土・日の就労状況

平日の平均就労延人日数 土曜日の平均就労延人日数 日曜日の平均就労延人日数

(人

日)
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（５）港湾労働者の過不足

（平成30年） （平成25年）

雇用労働者

適正で

あった日

(14,108) 

51.2%

雇用労働者

過剰で

あった日

(933) 

3.4%

雇用労働者

不足で

あった日

(1,961) 

7.1%

荷役作業を

行なわな

かった日

（休日を含む）

(10,547) 

38.3%

第２８図 労働者の過不足状況

n=27,549

６大港全体では、「雇用労働者が適正であった日」が５４．３％と、平成２５年と同じく過半数を占めている一方、「不足であった日」
が平成２５年の７．１％から９．４％に増加している。

雇用労働者適

正であった日, 

（14,306）

54.3%

雇用労働者過

剰であった日,

（746）

2.8%

雇用労働者不

足であった日,

（2,467）

9.4% 

荷役作業を行

わなかった日

（休日を含む）,

（8,821）

33.5%

第２８図 労働者の過不足状況

n=26,340
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（平成30年） （平成25年）
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第２９図-２ 月間不足人員

不足日における平均不足人数

最も不足であった日における平均不足人数

（人）
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神 戸

関 門

第２９図-１ 月間過剰人員

過剰日における平均過剰人数

最も過剰であった日における平均過剰人数

（人）

６大港全体では、月間の過剰日における平均過剰人数（１３．１人）が不足日における平均不足人数（８．６人）より若干多くなって
いる。港湾別にみると、大阪においてその差が特に大きくなっている。
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第２９図-１ 月間過剰人員

過剰日における平均過剰人数

最も過剰であった日における平均過剰人数

（人）
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第２９図-２ 月間不足人員

不足日における平均不足人数

最も不足であった日における平均不足人数

（人）
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（６）不足の場合の対応方法

（平成30年） （平成25年）
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9.1 

16.7 
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第３０図 常用労働者で不足の場合の対応方法（複数回答２つまで）

仕事の期日を延ばしてもらった 処理できない分を元請に返還した

港湾運送部門以外の労働者が就労した 自社の他事業所の労働者が就労した

港湾派遣労働者の派遣を受けた 日雇労働者を雇い入れた

その他

(％)

６大港全体では、減少はしているものの、「日雇労働者を雇い入れた」が５３．３％で最も多く、次いで「港湾派遣労働者の派遣を受
けた」が３２．３％となっている。港湾別にみると、大阪では「港湾派遣労働者の派遣を受けた」が最も多くなっている。
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第３０図 常用労働者で不足の場合の対応方法（複数回答２つまで）

仕事の期日を延ばしてもらった 処理できない分を元請に返還した
港湾運送部門以外の労働者が就労した 自社の他事業所の労働者が就労した
港湾派遣労働者の派遣を受けた 日雇労働者を雇い入れた
その他
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（７）最近の日曜夜間荷役等の状況

（平成30年） （平成25年）
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4.0 

3.6 

2.6 

5.8 

4.6 

3.2 

7.4 

72.5 

80.4 

67.4 

72.1 

72.4 

74.5 

75.3 

9.1 

7.1 

10.0 

8.7 

12.5 
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６大港

東 京

横 浜

名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第３１図 最近の日曜・夜間荷役等の状況

大幅に増加している ある程度増加している 特に変化なし

減少している 不明

６大港全体では、「特に変化なし」が６８．２％となり、全体の３分の２以上を占めているが、「大幅に増加している」「ある程度増加し
ている」について、平成２５年の４．１％から６．４％に増加している。
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第３１図 最近の日曜・夜間荷役等の状況

大幅に増加している ある程度増加している 特に変化なし

減少している 不明
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６　教育訓練の実施状況
（１）教育訓練の実施の有無

（平成30年） （平成25年）
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６大港
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名古屋

大 阪

神 戸

関 門

第３２図 教育訓練の実施の有無

訓練を実施した 訓練を実施しなかった

６大港全体では、「訓練を実施した」が６７．４％となっており、平成２５年から大幅な増減はない。
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第３２図 教育訓練の実施の有無

訓練を実施した 訓練を実施しなかった
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（２）教育訓練の実施方法

（平成30年） （平成25年）
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27
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96

0 200 400 600 800 1,000

新規採用時

(社内訓練)

新規採用時

(委託訓練)

在職者

(社内訓練)

在職者

(委託訓練)

第３３図 教育訓練の実施事業所数（M.A）

安全衛生 フォークリフト運転

クレーン運転 ガントリークレーン運転

ショベル・ストラドル運転 大型特種自動車等運転

他の荷役機械運転 その他

(延所)

※回答数が２０以下は、数値を非表示

562

208

912

533

「新規採用時の社内訓練」を実施した事業所は、６１５事業所となっており、平成２５年の５６２事業所から増加している一方、「在職
者に対する社内訓練」を実施した事業所は、８３６事業所で、平成２５年の９１２事業所に比べて減少している。

全体として、教育訓練は、委託訓練よりも社内訓練が積極的に行われている。

326 

50 

395 

116 
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71 

204 
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22 
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31 
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0 200 400 600 800 1,000
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(社内訓練)

新規採用時

(委託訓練)

在職者

(社内訓練)

在職者

(委託訓練)

第３３図 教育訓練の実施事業所数（M.A）

安全衛生 フォークリフト運転

クレーン運転 ガントリークレーン運転

ショベル・ストラドル運転 大型特種自動車等運転

他の荷役機械運転 その他

(所)

※回答数が２０以下は、数値を非表示

615

189

836

531
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（３）教育訓練の種類

（平成30年） （平成25年）
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第３４図 教育訓練の種類

安全衛生 フォークリフト運転

クレーン運転 ガントリークレーン運転

ショベル・ストラドル運転 大型特種自動車等運転

他の荷役機械運転 その他

６大港全体、各港湾別のいずれにおいても、「安全衛生」が最も高い割合を占めており、次いで「フォークリフト」となっている。
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第３４図 教育訓練の種類

安全衛生 フォークリフト運転

クレーン運転 ガントリークレーン運転

ショベル・ストラドル運転 大型特種自動車等運転

他の荷役機械運転 その他
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（４）実施しなかった理由

（平成30年） （平成25年）
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第３５図 教育訓練を実施しなかった理由（複数回答２つまで）

時間がない 費用がかさむ 設備がない

講師がいない ノウハウが分からない 対象者がいない

その他

(％)

６大港全体では、「対象者がいない」が最も多く、次いで「時間がない」となっている。
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第３５図 教育訓練を実施しなかった理由（複数回答２つまで）

時間がない 費用がかさむ 設備がない

講師がいない ノウハウが分からない 対象者がいない

その他
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（５）教育訓練の課題

（平成30年）新規

（社内訓練）

（委託訓練）

６大港全体では、社内訓練は「教育訓練を行う時間がない」が最も多く、次いで「指導する人材が不足している」となっている。また、
委託訓練は「教育訓練を行う時間がない」が最も多く、次いで「委託する金銭的余裕がない」となっている。
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第３６図-１ 教育訓練の課題（社内訓練）

教育訓練を行う時間がない 教育訓練の方法がわからない

指導する人材が不足している その他
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第３６図-２ 教育訓練の課題（委託訓練）

教育訓練を行う時間がない 委託する金銭的余裕がない

適切な教育訓練施設がない その他
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